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う質問がありました。これについては,やつていない

です。もともと既存のバス路線の中で,そ の状況,需

要 とか,そ の他の状況を見なが ら話 し合っている中

で,まずは事業者のほうか ら支線 と幹線に分ける話を

御提案いただいて, どれを支線にするかとい うのを御

提案いただいた中で,幾 らかもともとこのバスの議論

しているときに地域の方 とか市議会の皆 さんから,例

えば南区であれば横串が足 りないんだとかとい う話 も

質問の中でもございました し,御要望もございました

ので,そ ういったことも踏まえなが ら,それに市 とし

てこうい うのを加えてはどうかとい う話をする中で ,

事業者 と市で事業者の提案を受けて考えた案を協議会

にお諮 りして了解 を得た とい うところであ りますの

で,今のところは地元にどこを通ったらいいかなとい

うような話をしているわけではないので,こ れから実

際に運行に向けて準備する中では何 らかの形で例えば

御要望があれば御説明に伺わないといけないで しょう

し,我々が思っているところと違ったところを通って

もらいたいとい う話もあるかもしれませんし,そ のほ

うがお客 さんも見込めるとい う話になれば物理的にも

通れるんであればそ ういった方向でスター トのときか

らもう変えるとい うことも考えられますので,そ この

ところはこれからそ ういった調整 とか協議はさせてい

ただきたいなと思つているところです。

それから,ふれあいバスの件ですけども,こ れはど

うい うんですか,そ もそも岡山市のほ うでふれあいバ

スはバス事業者に委託 してやっていると思 うんですけ

ども,民間でやっている普通のバスの事業を圧迫 しな

いように,そ このところは調整する中で恐 らくもとも

とルー トが決められていて,そ こははっきり線を引い

てやってきたんだと思います。 これからは国のほ うも

エ リアー括 とい うような方式を考えているところもあ

りますので,まずはただ,今バス路線をどうするか と

い うところが最初の第 1段階として支線化 して今の形

でやろうとい うことになって,それをスター ト切 りた

いと思っていますけど,そ の後第 2弾 ,第 3弾 ,第 4

弾 といく中では,ほ かの今のスクールバス等も含めて

どういったふ うに場合によって組み合わせる必要があ

るのかどうか,それ可能なのかどうかとい うところも

効率的とい うか,な形にすることで持続可能にしてい

かなくてはならないので,様々な課題が多分あるんだ

ろうと思いますけど,そ ういったことを今議論 した り

整理 した りできる段階ではありませんけど,将来 とい

うか,次は次,そ の次の段階ではそ ういった議論 もま

た必要になってくるのではないかなと今のところは思

っているとい うところでございます。これ ぐらいでし

たでしょうかさ

以上です。

O林良太郎 都市整備局都市・公園担当局長  北長

瀬の区画整理事業についても,そ こまでたくさんでは

ないですけど再質問いただいたと思います。

まず,地権者が減歩 されるのを一番懸念 しているん

で,き ちんと説明すべきじゃないか とい うことで,ま

さにそのとお りだと思いますので,先ほど答弁 させて

いただいたような区画整理事業のメリット,減歩 され

たとしてもそれ以上にそ ういつたメ リット, トータル

な価値が上がるとい うような事業効果を丁寧に住民 ,

地権者の皆さんに説明して御理解を得るように心がけ

ていきたいと思います。

また,50戸連格の廃上に伴 う,い わゆる駆け込みで

す,そ ういったものができるだけ起こらないように,

そ ういった不動産業者にも分かってもらうような御質

問だったと思 うんですけど,確かに少なくともこの特

定保留地区でこの区画整理の構想があるとい うのは土

地所有者は認識 されていると思 うんですけれ ども,そ

ういった不動産業者の方々にも分かってもらえるよう

に例えば都市計画情報の中とかでこういった両方載せ

た りして, ここは特定保留地区なんだよとい うような

ことをやってもらって少 しでも50戸連権の駆け込みに

ならないようなことを何かできないか検討 していきた

いと考えてお ります。

以上です。

○田口裕士 議長  以上で則武議員の質問は終わ り

ました。 (拍 手)

質問の途中であ りますが, しば らく休憩いた しま

す。

午後 3時 8分休憩
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